
◎利用できる回数制限を設けます
年度内（４月～翌３月）３回までとします。
※同じ方が年度内に４回以上相談を受けることはできません。
（予約時に確認させていただきます。）
※より多くの方に利用いただける相談会とするため、皆様のご理解とご協力をお願い
いたします。

◎当日予約→事前予約になります

【お問合せ先】

久慈市生活環境課 生活安全係（☎0194-54-8003）

久慈市では毎月３回、弁護士による無料法律相談を開催しています。
より多くの方が利用しやすい相談会とするため、令和６年４月から次のとお
り予約方法等を変更します。

＊当日は空きがある場合予約可能です。
＊キャンセルの場合は必ずご連絡ください。

無料法律相談の

予約方法等が
変更になります!!

相談日の前月の20日、
朝８：３０～
※20日が休日の場合は
翌日以降の平日
（例：5月相談日の予約
は4/22（月）から）

＊どうやって
予約するの？

電話（54-8003）
でのみ先着順で予約を
受付けます。
※来庁での予約は対応で
きない場合があります。

＊相談日はどこを
見たらわかるの？

毎月15日号の広報、

市HP（「くらし」→

「市民相談」）に掲載して

います。

＊ い つ か ら
予約できるの？

◎開催時間等に変更はありません※毎月の相談日は15日号広報をご確認ください。

【開催時間】毎月３回 10：30～15：30（12：00～13：00は除く）
【場 所】久慈市消費生活センター相談室（久慈市役所内）
【相談時間】１枠３０分（１日８枠）

≪注意≫
※準備の関係により
令和６年４月相談日の予約は
令和６年３月25日（月）から
開始とします。


